
第４３号議案 

 

 

町田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関す

る条例の一部を改正する条例 

 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２９年(２０１７年)６月２日 

 

                                        提出者  町田市長  石 阪 丈 一 



町田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する

条例の一部を改正する条例 

 町田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例

（平成２７年３月町田市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

別表備考第３項中 

「         「 

３，８００ 

を 

３，９００ 

に、 

 

「 

  

 

 

 

 

 

」 

を 

 

「 

  

 

 

 

 

 

」 

に、 

４，３００ ４，４００ 

４，９００ ５，０００ １，９００ ２，０００ 

５，６００ ５，７００ ２，２００ ２，３００ 

７，１００ ７，３００ ２，７００ ２，８００ 

８，６００ ８，８００ ３，２００ ３，３００ 

１０，１００ １０，４００   

１２，３００ １２，７００ 

１４，２００ １４，７００ 

」         」  

「         「  

４，４００ 

を 

４，５００ 

に、 

 

「 

  

 

 

 

 

 

」 

を 

 

「 

  

 

 

 

 

 

」 

に 

５，０００ ５，１００ 

５，６００ ５，７００ ２，９００ ３，０００ 

６，３００ ６，４００ ３，９００ ４，０００ 

７，５００ ７，７００ ４，９００ ５，０００ 

９，７００ ９，９００ ５，８００ ５，９００ 

１２，９００ １３，２００   

１６，４００ １６，８００ 
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１９，２００ １９，７００ 

」         」 

改める。 

附 則 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 
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＿部分は改正部分 

町田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

別表（第３条関係） 別表（第３条関係） 

 １～３ 略  １～３ 略 

備考 備考 

１・２ 略 １・２ 略 

３ ひとり親世帯等（所得割が７７，１０

１円以上の世帯を除く。）における１の

表から３の表までの規定の適用について

は、１の表中「９，４００」、「１０，

０００」、「１０，４００」、「１１，

６００」、「１２，８００」及び「１４，

１００」とあるのは「３，０００」と、

２の表中 

 「 

３,９００ ３,６００ 

４,４００ ４,１００ 

５,０００ ４,７００ 

５,７００ ５,１００ 

７,３００ ６,６００ 

８,８００ ８,１００ 

１０,４００ ９,１００ 

１２,７００ １１,３００ 

１４,７００ １３,２００ 

                    」 

とあるのは 

 「 

１,３００ １,２００ 

１,３００ １,２００ 

１,３００ １,２００ 

１,３００ １,２００ 

１,６００ １,５００ 

２,０００ １,８００ 

２,３００ ２,０００ 

２,８００ ２,５００ 

３,３００ ２,９００ 

    」 

と、３の表中 

 「 

３ ひとり親世帯等（所得割が７７，１０

１円以上の世帯を除く。）における１の

表から３の表までの規定の適用について

は、１の表中「９，４００」、「１０，

０００」、「１０，４００」、「１１，

６００」、「１２，８００」及び「１４，

１００」とあるのは「３，０００」と、

２の表中 

 「           

３,８００ ３,６００ 

４,３００ ４,１００ 

４,９００ ４,７００ 

５,６００ ５,１００ 

７,１００ ６,６００ 

８,６００ ８,１００ 

１０,１００ ９,１００ 

１２,３００ １１,３００ 

１４,２００ １３,２００ 

                    」 

とあるのは 

 「 

１,３００ １,２００ 

１,３００ １,２００ 

１,３００ １,２００ 

１,３００ １,２００ 

１,６００ １,５００ 

１,９００ １,８００ 

２,２００ ２,０００ 

２,７００ ２,５００ 

３,２００ ２,９００ 

    」 

と、３の表中 

 「 
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＿部分は改正部分 

町田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

４,５００ ４,２００ 

５,１００ ４,５００ 

５,７００ ５,１００ 

６,４００ ５,８００ 

７,７００ ７,０００ 

９,９００ ９,２００ 

１３,２００ １１,９００ 

１６,８００ １４,９００ 

１９,７００ １７,７００ 

                    」 

とあるのは、 

 「 

１,５００ １,４００ 

１,５００ １,４００ 

１,５００ １,４００ 

１,５００ １,４００ 

２,３００ ２,１００ 

３,０００ ２,７００ 

４,０００ ３,６００ 

５,０００ ４,５００ 

５,９００ ５,３００ 

                  」 

とする。 

４,４００ ４,２００ 

５,０００ ４,５００ 

５,６００ ５,１００ 

６,３００ ５,８００ 

７,５００ ７,０００ 

９,７００ ９,２００ 

１２,９００ １１,９００ 

１６,４００ １４,９００ 

１９,２００ １７,７００ 

                    」 

とあるのは、 

 「 

１,５００ １,４００ 

１,５００ １,４００ 

１,５００ １,４００ 

１,５００ １,４００ 

２,３００ ２,１００ 

２,９００ ２,７００ 

３,９００ ３,６００ 

４,９００ ４,５００ 

５,８００ ５,３００ 

                  」 

とする。 

４～６ 略 ４～６ 略 
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